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長 崎 県 警 察 本 部

生 活 安 全 企 画 課

℡095-820-0110

被害防止のため、長崎県警察では金融機関等と連携し、
同運動を推進しています！

皆様には、同運動の趣旨を御理解いただき、上記の御協力をお願いします。

犯人は、自治体職員等を名乗り電話をかけて、

「年金の払戻金がある」などとウソを言い、ＡＴＭ
に誘導し、

携帯電話を介してＡＴＭを操作させて、お金をだま
し取ります。
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